
 

 

命   令   書 

 

 

   申 立 人  Ｘ１組合 

   中央執行委員長  Ａ１ 

   申 立 人  Ｘ２支部 

   執行委員長    Ａ２ 

 

   被申立人  Ｙ１ 

   代表取締役    Ｂ１ 

 

 

 上記当事者間の都労委令和元年不第42号事件について、当委員会は、令和４年

２月15日第1787回公益委員会議において、会長公益委員金井康雄、公益委員菊池

洋一、同水町勇一郎、同北井久美子、同巻淵眞理子、同三木祥史、同太田治夫、

同渡邉敦子、同西村美香、同川田琢之、同垣内秀介、同富永晃一の合議により、

次のとおり命令する。 

 

主       文 

 

１ 被申立人Ｙ１は、本命令書受領の日から１週間以内に、下記内容の文書を申

立人Ｘ１組合及び同Ｘ２支部に交付しなければならない。 

記 

年  月  日 

Ｘ１組合 

中央執行委員長 Ａ１ 殿 

 

Ｘ２支部  

執行委員長   Ａ２    殿 

                    Ｙ１ 

                    代表取締役 Ｂ１ 

 

  当社の審査部長が、平成30年12月20日における貴組合Ｘ２支部の執行委員長



 

 

との面談終了後に、当社と業務委託契約を締結している者の契約内容の改善に

向けての方法論について話し合った際、支部結成を容認しない趣旨の発言を行

ったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されまし

た。 

  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 

（注：年月日は交付した日を記載すること。） 

２ 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告し

なければならない。 

３ その余の申立てを棄却する。 

 

理       由 

 

第１ 事案の概要と請求する救済の内容の要旨 

１ 事案の概要 

平成 30年９月 28日、自動車に関する国際品質保証規格であるＩＡＴＦ

16949の審査員（以下「ＩＡＴＦ審査員」という。）であり、被申立人Ｙ１（以

下「会社」という。）と業務委託契約を締結している者（以下「業務委託審査

員」という。）のうちの一部の者は、申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）

に加入するとともに、同Ｘ２支部（以下「支部」といい、組合と支部とを併

せて「組合ら」という。）を結成した。 

10月２日、組合らが、業務委託審査員と会社との契約内容の改善を要求し

て団体交渉を申し入れたところ、10月３日、会社は、業務委託審査員が労働

組合法（以下「労組法」という。）上の労働者に当たるか否か等の判断を留保

するとしながらも、団体交渉申入れには応じる旨を回答した。この時、会社

は、組合らに対し、組合員名簿の開示を求めた。また、10月23日付け、26日

付け及び11月２日付けの書面でも、会社は、組合員名簿の開示を求めた。 

11月19日、会社は、業務委託審査員全員を対象として、従来実施したこと

のなかったＩＡＴＦ業務委託審査員懇談会（以下「懇談会」という。）を行っ

た上で、翌年の業務委託契約の改定に当たって業務委託審査員全員と毎年行

っている個別面談を実施しようとしたが、組合員らは応じなかった。 

12月20日、支部執行委員長のＡ２（以下「Ａ２委員長」という。）と会社の

審査部長（業務委託審査員のマネジメント等を職務とする会社の職制）であ

るＢ２（以下「Ｂ２部長」という。）とは、業務に関する面談を行った。その

面談が終了した後の支部と会社との交渉方法に関する話合いの際に、Ｂ２部

長は、労働組合は認めないなどと発言した。 



 

 

本件は、①業務委託審査員は、労組法上の労働者に当たるか否か（争点１）、

②会社が、30年10月３日付け、23日付け、26日付け及び11月２日付けの書面

で支部の組合員名簿の開示を求めたことは組合らの運営に対する支配介入

に当たるか否か（争点２）、③会社が、11月19日に懇談会を開催したこと及び

支部の組合員らを含む業務委託審査員全員と個別面談を実施しようとした

ことが組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か（争点３）、④Ｂ２部長

が、12月20日にＡ２委員長に対し、支部の結成を容認しない趣旨の発言を行

ったことが、組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か（争点４）が争

われた事案である。 

２ 請求する救済の内容の要旨 

⑴ 組合員名簿の開示を求めないこと。 

⑵ 組合らとの交渉事項について、組合員らと個別に交渉しないこと。 

⑶ 支部結成を非難したり、支部加入を嫌悪したり、支部への不加入ないし

脱退を勧めたりするような発言をしないこと。 

⑷ 支部に対する文書の掲示 

第２ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 申立人組合は、主として中小企業で働く労働者が企業の枠を超えて結成

している労働組合である。本件申立時点の組合員数は、1,400名である。 

⑵ 申立人支部は、平成30年９月28日に会社の業務委託審査員（当時は14名）

の過半数が組合の下部組織として結成した労働組合である。本件結審時

（令和３年10月７日）の組合員は、Ａ２委員長のほかに、Ａ３（以下「Ａ

３」という。）、Ａ４（以下「Ａ４」という。）、Ａ５（以下「Ａ５」という。）

及びＡ６（以下「Ａ６」という。）の５名（以下「組合員ら５名」という。）

である。 

⑶ 被申立人会社は、平成20年４月30日に設立され、肩書地に本社を置く株

式会社であり、自動車に関する国際品質保証規格であるＩＡＴＦ16949の

第三者認証審査業務（以下「審査業務」という。）を始め、様々な国際品質

保証規格に関する認証審査を主な業務としている。31年４月時点の従業員

数は33名である。 

なお、会社は、ドイツ連邦共和国に本社（以下「Ｙ１’ホールディング

ス」という。）を置き世界各地に拠点を持つＹ１’グループの日本拠点（完

全子会社）である。 

２ ＩＡＴＦについて 

⑴ ＩＡＴＦとは、国際自動車産業特別委員会（International Automotive 

Task Force）のことであり、欧米等の大手自動車メーカー（Ｃ１、Ｃ２、



 

 

Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６等）及び自動車産業団体で構成され、自動車産業

のための品質マネジメントシステム（製品及びサービスの品質の維持・改

善に関する活動を組織的に管理するための事業者固有の仕組み及びルー

ルのこと。）の認証審査制度の運営等を行う団体である。 

⑵ ＩＡＴＦ認証審査制度とは、ＩＡＴＦに承認された認証機関（以下「認

証機関」という。）に所属するＩＡＴＦ審査員がＩＡＴＦ16949の認証を取

得しようとする事業者を審査すること又は同認証を取得した事業者を定

期的に審査することを通じて欧米等の大手自動車メーカーに納入される

自動車部品がＩＡＴＦ16949の要求する基準を満たしたプロセスで製造等

されているか否かを確認するものである。そのため、ＩＡＴＦ審査員の資

格要件、同審査員及び認証機関が守るべき共通の事項などがＩＡＴＦの定

めるルール（以下「ＩＡＴＦルール」という。）として一般的に定められて

いる。 

⑶ ＩＡＴＦ16949とは、ＩＡＴＦが策定した品質マネジメントシステム規

格（事業者ごとの品質マネジメントシステムに共通して求められる仕組み

及びルールを体系化したもの）である。これには、国際品質保証規格であ

るＩＳＯ9001をベースとして、世界各国の自動車部品メーカー等が上記欧

米等の大手自動車メーカーと取引するに当たり共通して要求される事項

が規定されている。 

ＩＡＴＦ16949の認証の取得は、欧米等の大手自動車メーカーに製品を

納入する場合の取引条件の一つとされているため、上記メーカーに自動車

部品を納入する世界各国の自動車部品メーカーにとって必要不可欠なも

のである。 

⑷ ＩＡＴＦ審査員とは、ＩＡＴＦから、ＩＡＴＦ16949の認証審査を行う資

格を認められた審査員である。日本国内におけるＩＡＴＦ審査員は100名

程度である。 

ＩＡＴＦ審査員には、自動車製造に関連する諸分野における高度な専門

的知識と自動車部品メーカー等での勤務経験が必要とされる。 

ＩＡＴＦ審査員は、最低でも一つの認証機関と契約を締結し、認証機関

を通じてＩＡＴＦへの諸手続を行う必要がある。ＩＡＴＦ審査員が属する

認証機関のことを、ＩＡＴＦルールにおいては、「スポンサー契約している

認証機関」という。 

⑸ ＩＡＴＦ審査員の資格を維持するための主な条件 

ＩＡＴＦルールにおいて、ＩＡＴＦ審査員の資格を維持するための主な

条件は、次のア及びイのとおりである。 

ア 最低審査工数（日数）の確保 



 

 

①暦年ごとに最低10人日（１日８時間×10日間）の審査を行うこと、

かつ、②四半期ごとに最低１回（１人日）の審査を実施することが必要

である。これらをいずれも満たせなかった場合には、ＩＡＴＦ審査員の

資格は失効する。 

イ 継続的自己能力開発（ＣＰＤ） 

年間最低20時間の継続的自己能力開発（ＣＰＤ）を完了することが

認証機関及びＩＡＴＦ審査員の共同責任とされている。 

３ 認証機関としての会社の業務 

⑴ 会社は、ＩＡＴＦ認証審査制度における認証機関である。認証機関は日

本国内に10社以上存在する。 

⑵ 会社は、主に日本国内の自動車部品メーカーからの依頼（以下会社の顧

客である日本国内の自動車部品メーカー等を「審査先事業者」という。）に

基づいて、それらの製品が製造等される様々なプロセスがＩＡＴＦ16949

の要求事項を満たしているか否かを、会社が直接雇用しているＩＡＴＦ審

査員（以下「社員審査員」という。）及び業務委託審査員によって審査する。

認証機関がＩＡＴＦ審査員に対して審査結論を左右する影響力を及ぼす

ことはＩＡＴＦルールにより禁止されている。 

会社は、ＩＡＴＦ審査員の報告に基づいて、審査先事業者がＩＡＴＦ

16949の要求事項に適合していると判断した場合には、当該審査先事業者

をＩＡＴＦに認証登録する。会社は、審査先事業者から審査業務の対価を

得ており、この対価が会社全体の売上げに占める割合は約５割である。 

⑶ 会社は、令和元年末時点において、審査業務を合計22名で行っており、

うち６名は社員審査員であり、残り16名が業務委託審査員である。 

  審査業務の中心的なものは現地審査（後記６⑵）であるところ、会社に

おける社員審査員と業務委託審査員との平成31年（令和元年）を通じたそ

れぞれの現地審査日数（１日を８時間で計算する。）は、次の表のとおりで

ある。 

 
現地審査日数 

（全体に占める割合） 
人数 

社員審査員 628日（36.3パーセント） ６名 

業務委託審査員 1,103日（63.7パーセント） 16名 

合計 1,731日（100パーセント） 22名 

 ⑷ 会社による継続的自己能力開発（ＣＰＤ） 

会社は、認証機関として、業務委託審査員も含むＩＡＴＦ審査員が年間

最低20時間の継続的自己能力開発（ＣＰＤ）を完了することに共同責任が



 

 

ある（前記２⑸イ）ことから、２種類の研修を業務委託審査員も含むＩＡ

ＴＦ審査員に提供している。 

研修の一つに、会社の社員が講師となって架空の事例について業務委託

審査員も含むＩＡＴＦ審査員が実際に審査をして、その適合又は不適合の

判断等を行い、講師がこれに対してコメントをするもの（以下「ＩＳＯ審

査員勉強会」という。）がある。また、ＩＳＯ審査員勉強会では、審査先事

業者から会社に寄せられた苦情等が紹介され、再度起きないように指導さ

れることもある。 

業務委託審査員も含むＩＡＴＦ審査員は、会社が実施する２種類の研修

とは別の手段によって継続的自己能力開発（ＣＰＤ）を完了することも可

能であるが、組合員ら５名の２種類の研修への出席状況は平成31年１月か

ら本件結審時（令和３年10月７日）までの２年９か月間で８割程度である。 

４ 会社と業務委託審査員との契約書 

 ⑴ 基本契約に相当するもの（審査契約書） 

会社と業務委託審査員とは、基本契約に相当するものとして「審査契約

書（アセッサーアグリーメント）」を締結している。これは、Ｙ１’ホール

ディングスが規定した、業務委託審査員に共通の契約条項であり、署名以

外は英文の不動文字である。 

本件審査手続において、会社から証拠として提出された「審査契約書（ア

セッサーアグリーメント）」の主な内容の訳文は別紙１のとおりである。 

 ⑵ 個別契約に相当するもの（業務委託契約書） 

会社と業務委託審査員とは、個別契約に相当するものとして業務委託契

約書を毎年締結している。これは、会社が業務委託審査員に共通の契約条

項を規定しており、業務委託審査員の署名以外は不動文字である。 

会社と業務委託審査員とは、翌年の業務委託契約の締結のために毎年11

月から12月にかけて個別面談を行っている。この個別面談において、会社

は、翌年の業務委託契約書を提示するが、契約条項を業務委託審査員と話

し合って決めることはなく、会社側が記名押印した業務委託契約書を渡す

こともある。 

業務委託契約書の主な内容は、別紙２のとおりである。 

⑶ 業務委託契約書の付表 

 業務委託契約書の付表として、会社が作成した共通様式の審査業務単価

表が添付されている。そのうち現地審査の単価については、業務委託審査

員によって金額が異なることがある。 

⑷ 業務委託契約書における専属契約条項 

会社の業務委託契約書には審査業務についての専属契約条項がある（別



 

 

紙２の13）が、ＩＡＴＦルールにおいてはＩＡＴＦ審査員が一つの認証機

関に専属することは求めていない。また、会社以外の認証機関ではＩＡＴ

Ｆ審査員の専属を必ずしも求めていない。 

５ 審査業務開始までの流れ 

⑴ 審査先事業者との契約 

会社は、審査先事業者に対し、そのニーズに合わせた審査業務の提案及

び見積りを行い、双方が合意したら契約を行う。 

⑵ 審査工数（日数）及び審査日程の決定 

審査業務は、審査先事業者が初めて認証を取得するに当たっての初回審

査により認証を取得した後は、３年サイクルで行われ、２年間毎年行われ

る審査（継続審査）、そして、３年目に行われる網羅的な審査（更新審査）

に分かれる。会社は、審査先事業者の従業員数及び製品数の増減を加味し

て、年ごとに必要となる審査工数（日数）及び審査日程を審査先事業者と

調整して決定し、その年の見積書を発行する。会社と審査先事業者との上

記調整に業務委託審査員が関与することはない。 

⑶ 審査チーム及び主任審査員の指名 

  審査業務は、審査先事業者の規模に応じてＩＡＴＦ審査員が一人で行う

こともあるが、大半は複数人のＩＡＴＦ審査員で構成される審査チームで

行う。 

会社は、個別の業務委託審査員の都合のほかに、ＩＡＴＦルールに基づ

いて、①ＩＡＴＦ審査員ごとの専門分野と審査先事業者ごとに必要とされ

る専門分野との整合性、②審査チームのうち最低一人のＩＡＴＦ審査員は

３年間連続して審査すること、③審査チームのいずれのＩＡＴＦ審査員も

直前の３年間のサイクルに同じ審査先事業者の工場を審査していないこ

と、④ＩＡＴＦ審査員が審査先事業者に対して少なくとも過去２年間にコ

ンサルティング業務（後記９）を行っていないことなどを考慮して審査チ

ームを指名する。 

また、会社は、審査チームのうち１名を主任審査員として指名する。主

任審査員は、社員審査員であることも業務委託審査員であることもある。

主任審査員は、会社が審査先事業者と調整して決定した審査工数（日数）

や審査範囲が十分か否かを確認したり、審査先事業者との連絡調整を行っ

たり、審査業務の開始及び終了ミーティングを主催したり、審査員を指揮

してその審査結果を取りまとめて審査報告書を作成するなどといった固

有の業務を行う。 

⑷ 審査チーム及び主任審査員の指名に当たっての会社と業務委託審査員

との調整 



 

 

ア 年間の審査日程の調整 

会社は、翌年の業務委託契約の締結に向けて、業務委託審査員全員と

毎年11月から12月にかけて、一人当たり１時間から１時間半の個別面談

を行い（前記４⑵）、その中で、業務委託審査員から受託したい年間の審

査工数（日数）及び審査日程の要望、業務委託審査員が独自に行ってい

るコンサルティング業務（後記９）の予定及び実績を聴取する。また、

業務委託審査員の健康状態、家族の状況(要介護者の存否等)及び継続的

自己能力開発（ＣＰＤ）の実施状況も併せて聴取している。 

会社は、これらを考慮して個々の業務委託審査員に発注する審査工数

（日数）及び審査日程を調整している。また、年数回、会社は個々の業

務委託審査員の最新の不都合日を問い合わせて審査日程を再調整して

いる。 

イ 月次の審査日程の調整 

会社は、毎月末に業務委託審査員に対して審査を依頼する３か月先ま

での予定の一覧表を通知する。業務委託審査員は、自らの不都合日と上

記一覧表の審査予定日が重なった場合には、会社に申し出て審査日程の

再調整を依頼する場合もあるが、その審査業務を断る場合もある。 

また、会社は、業務委託審査員に対し、毎月末に翌月の審査業務の発

注書を発送する。この段階で業務委託契約上の義務が業務委託審査員に

発生するが、業務委託審査員がこの発注を断った場合でも業務委託契約

書上は違約金が発生することはない。逆に、業務委託契約書上、審査先

事業者又は会社の都合でキャンセルする場合には、それが審査開始日の

14日以内であれば、会社が業務委託審査員に対して業務委託料の50パー

セントをキャンセル料として支払う。 

ウ 業務委託審査員の不都合日等 

上記ア及びイの調整にもかかわらず、審査日程が業務委託審査員の希

望どおりにならない場合には、業務委託審査員が、自らのスケジュール

を調整して会社の決定した審査日程に従うこともある。 

６ 審査業務の概要 

 ⑴ 現地審査の事前準備 

 ア 事前文書審査 

  主任審査員は、現地審査のおおむね１か月前に審査先事業者から提出

された文書を確認し、現地審査における重点事項等を決定する。また、

主任審査員は、会社が審査先事業者と調整の上で決定した審査工数（日

数）（前記５⑵）が十分か否かを確認する。 

審査工数（日数）が不足する場合には、主任審査員はその旨を会社に



 

 

連絡し、会社が審査先事業者と再調整して審査工数（日数）を変更する。

会社の規則上、審査先事業者との契約変更は会社の役割とされており、

主任審査員にその権限はない。 

イ 審査計画書の作成 

  主任審査員は、事前文書審査の結果を基に、現地審査における重点事

項や詳細な審査のスケジュール等を記載した審査計画書を作成し、審査

先事業者の承認を得る。 

審査計画書には審査を行う時間帯も定める必要があるが、審査先事業

者が大規模な工場を有するなど重要な取引先である場合には、会社が、

あらかじめ審査先事業者と調整して審査計画書の案を作成し、主任審査

員に提案することもある。その中で、審査開始時刻や審査終了時刻、審

査先事業者が夜勤を含むシフト勤務制を採っている場合に夜勤帯の審

査を実施する時刻が決まっていることもある。 

 ⑵ 現地審査 

ア 開始ミーティング 

主任審査員は、現地審査に当たって、審査先事業者の代表者に対し、

会社を代表して開始ミーティングを主催する。 

開始ミーティングにおいて、主任審査員は、審査の方法、ＩＡＴＦ

16949に対する不適合が発見された場合の対応方法、現地審査結果及び

審査チームに対する苦情の申立て手順等について説明する。この際には、

業務委託審査員は、会社から支給された名刺を携行して会社の者として

挨拶をするとともに、会社が作成したプレゼンテーションスライドを使

用する。また、会社から支給されたパソコン（パソコン使用が必須の業

務もある。）の使用が義務付けられている。 

イ 現地審査 

現地審査は、審査先事業者の製造現場である工場、製造現場を支援す

る本社、営業所等において、文書をチェックしたり、責任者と質疑応答

をしたりするなどして行う。製造に関する記録が製造現場で適切に記録、

維持、管理されているかも審査する。 

 ⑶ 現地審査の事後処理 

 ア 審査報告書の作成等 

主任審査員は、審査終了後24時間以内に審査の概要と不適合の有無を

含む審査結論をＩＡＴＦに報告する。これは、ＩＡＴＦのデータベース

に登録される。 

また、主任審査員は、審査報告書（不適合がある場合は、不適合是正

処置要求書（Action Planという。）を含む。）を審査終了後５日以内に会



 

 

社に提出する。 

そのため、審査終了後、主任審査員は、自らが審査した部分に加えて

審査チームの審査員が担当した部分も取りまとめて審査報告書を作成

する。審査報告書における審査結論を出すに当たっては、会社から独立

して判断を行う。 

ＩＡＴＦ16949の要求事項を満たしている場合には、主任審査員は、審

査報告書で「認証の維持を推薦します。」という審査結論を会社に提出す

る。 

一方、ＩＡＴＦ16949の要求事項に対する不適合があった場合には、

「是正処置の確認後、認証の維持を推薦します。」という審査結論の審査

報告書を作成し、それに加えて不適合是正処置要求書も作成して会社に

提出する。その場合は、終了ミーティングにおいて、主任審査員が審査

先事業者に対し、その旨を説明して同意を求めるとともに、その是正処

置の方法を説明し、異議申立て及び苦情の手順についても説明する。 

 イ 不適合があった場合の是正処置 

   不適合是正処置要求書が出されると、審査先事業者は、あらかじめ決

められた日数（20日ないし60日）以内に是正計画等を審査チームに提出

する。 

審査チームは、是正計画等に基づく是正処置等が妥当であるか否かを

現地で再度審査（特別審査という。）をする。 

 ⑷ 会社による認証判定（テクニカルレビュー） 

  主任審査員から審査報告書が提出されると、会社は、主任審査員が署名

した審査報告書等の審査結論を基に審査先事業者に対してＩＡＴＦ16949

の認証を付与することが妥当か否かを判断し、新規認証又は認証の維持

（継続審査の場合）を決定する。これを認証判定（テクニカルレビュー）

といい、ＩＡＴＦルールに基づく認証機関の役割である。 

会社において、認証判定を行う者はテクニカルレビューアーといい、Ｙ

１’ホールディングスからその力量を認められていることを要する。会社

に在籍するテクニカルレビューアーは、社員３名のみであり、書類の不足

や記載が不十分な場合には、主任審査員に対し、修正の指示を行うことが

ある。 

 ⑸ ＩＡＴＦによる認証書の発行 

会社が、認証を付与することが妥当であるとの認証判定をすると、ＩＡ

ＴＦは、新規認証書又は次の３年間のサイクルに有効な更新認証書を発行

する。認証書の情報は、ＩＡＴＦのデータベースに登録され、欧米等の大

手自動車メーカーが閲覧することができる。 



 

 

⑹ 会社による主任審査員の評価 

会社は、ＩＡＴＦルールに基づき、認証判定（上記⑷）の過程で主任審

査員が決められた手順で審査を行ったか否かなどのパフォーマンスにつ

いて評価を行い記録する。会社は、著しく評価が低い主任審査員に対して

は、改善のための方策を執るように要求する。 

⑺ 審査先事業者からの異議申立て又は苦情 

審査先事業者から審査チームの判断及び会社の認証判定について異議

申立て又は苦情があった場合には、ＩＡＴＦルールに基づき、認証機関で

ある会社が対応する。苦情等の対象となった業務委託審査員は、会社から

ヒアリングを受けることはあるが、審査先事業者と直接やり取りをするこ

とはない。 

７ 審査業務に当たって守るべき会社のルール 

 ⑴ 会社の規程等によるルール 

業務委託審査員が審査業務を行うに当たっては、ＩＡＴＦルールのほか

にも契約上の義務として遵守することが必要な以下のアないしカのルー

ルがある。これらの中には、会社が、ＩＡＴＦルールを分かりやすく書き

改めたにすぎないものだけではなく、独自に求めるルールも含まれている。

社員審査員も同じルールに従って審査業務を行っている。 

ア 「Ｙ１’審査員契約条件および規則」 

会社のＩＡＴＦ審査員が「Ｙ１’（注：会社を始めとするＹ１’グルー

プのこと。）の要求事項通りに審査を実行しなかった」場合には、「Ｙ１’

審査員としての任命が失効となること」があるとの規定もある。 

イ 「営業、サービスおよび審査スケジュール」 

ウ 「審査・アセスメント」 

Ｙ１’グループのＩＡＴＦ審査員が審査業務を行うに当たっての役割、

心構え、手順、注意事項等が具体的、かつ網羅的に記載されている。 

エ 「社員と審査員のための倫理規定」 

オ 「審査員旅費規程」 

カ 「審査員のパソコン取扱規程」 

⑵ 審査業務を行う場所 

会社のＩＡＴＦ審査員が審査業務を行う場所は、情報セキュリティの要

請上、会社、現地審査の対象である審査先事業者（製造現場の工場、製造

現場を支援する部門として位置付けられる本社、営業所等）のほかには、

業務委託審査員の自宅、現地審査における宿泊先ホテルの自室内に限られ

ている。上記⑴カの「審査員のパソコン取扱規程」にも、原則として上記

４か所のみであることが明記されている。 



 

 

８ 業務委託審査員の報酬 

 ⑴ 業務委託審査員は、会社に対し、当月分の報酬を月末締めで翌月５日ま

でに請求する。 

⑵ 業務委託審査員に対する報酬は、基本的には業務委託契約書の付表（前

記４⑶）にある報酬単価表に基づく現地審査の単価に審査工数（日数）を

掛けることで計算される。業務委託審査員は、これによって計算された結

果に消費税相当額を加算して会社に請求する。また、現地審査に掛かった

旅費（交通費、宿泊費、食費等）についても審査員旅費規程に基づいて請

求する。 

会社から業務委託審査員に対する時間外手当や休日手当に相当する支

払はなく、所得税が源泉徴収されている組合員もいない。 

ア 現地審査の報酬単価 

平成29年までの現地審査の報酬単価は、主任審査員も審査員も同額で

あった。また、現地審査の報酬単価に基づいて計算される報酬とは別に、

主任審査員又は審査員が現地審査に伴って作成する複数の計画書や報

告書の作成料も定額で支払われていた。 

30年の業務委託契約における報酬単価表の見直しにより、現地審査に

係る複数の計画書や報告書の作成料は廃止されるとともに、主任審査員

の現地審査の報酬単価が増額され、審査員の現地審査の報酬単価は減額

された。30年以降は、審査員の報酬単価は、全ての業務委託審査員で同

額となり、主任審査員の報酬単価だけは、業務委託審査員によって金額

が異なるようになった。 

組合員ら５名の29年以前及び30年以降の報酬単価は、次の表のとおり

である。 

 役割 29年以前 30年以降 

組合員ら５名 

のうち３名 

主任審査員 
75,000円 

97,000円 

審査員 58,000円 

組合員ら５名 

のうち２名 

主任審査員 
70,000円 

92,000円 

審査員 58,000円 

イ 審査工数（日数） 

現地審査は、１日８時間の審査を１工数（人日の意味である。）として

取り扱い、報酬は審査工数（日数）に応じて支払われる。審査に要する

時間が８時間に満たない場合は、最小単位を２時間（0.25工数）として

支払われる。 

ウ 報酬月額の計算例（30年以降の場合） 



 

 

主任審査員の現地審査の報酬単価が97,000円の業務委託審査員が、あ

る月に現地審査の主任審査員を１回（審査工数（日数）を３日間及び４

時間掛かるものとする。）、審査員を１回（審査工数（日数）を２日及び

２時間掛かるものとする。）それぞれ行った場合の会社の支払金額は次

のとおり計算される。 

（97,000円×3.5人日＋58,000円×2.25人日）＋消費税相当額（10パー

セント）＋旅費＝517,000円＋旅費 

９ 業務委託審査員のコンサルティング業務 

 ⑴ 組合員ら５名は、審査業務に係る会社との業務委託契約とは別に、個人

事業主として、又は自らが代表取締役を務める有限会社の事業として、Ｉ

ＡＴＦ16949の認証取得又はその更新を希望する事業者向けのコンサルテ

ィング業務を行っている。 

コンサルティング業務の内容は、事業者がＩＡＴＦ16949に基づく品質

マネジメントシステムを構築することの支援、認証取得済みの事業者に対

する内部監査及びセミナーの実施など多岐にわたる。 

コンサルティング業務を依頼する事業者にとっては、現役のＩＡＴＦ審

査員に依頼することが重要であるから、組合員ら５名にとってＩＡＴＦ審

査員資格を維持更新することは、コンサルティング業務を行う上で必要不

可欠である。また、組合員ら５名らにとっては、会社から日本国内の大手

自動車部品メーカーの審査業務を受託することは、そのメーカーが保有す

る高度な品質マネジメントシステムについての見識が得られることから

自らのコンサルティング業務を拡大するに当たって有利に働く。実際、自

らが経営する会社のホームページにおいて、大手自動車部品メーカーの審

査業務を受託した経験を自らの強みとしてアピールする組合員もいる。 

 ⑵ ＩＡＴＦ審査員が過去２年間にコンサルティング業務を行った相手に

対して審査業務を行うことは、ＩＡＴＦルールで禁止されているため、会

社は、毎年１回の個別面談において、業務委託審査員から過去２年間分の

コンサルティング業務先の情報提供を受け、それをＩＡＴＦに申告してい

る。 

なお、会社は、社員審査員がコンサルティング業務を行うことを禁止し

ている。 

 ⑶ 組合員ら５名は、コンサルティング業務を友人や知人からの紹介によっ

て受注している。組合員のＡ３は、自らが過去に所属していたコンサルテ

ィング事業者の知人から仕事の依頼を受け、その事業者が契約する顧客に

対してＩＡＴＦ16949に適合した品質マネジメントシステムを構築するた

めの支援等を行って、その事業者を通じて対価を得ている。 



 

 

Ａ３は、会社に対し、コンサルティング業務等のためにスケジュールを

空けておきたい日を不都合日としてあらかじめ明示して、そこに審査日程

を入れないように依頼しており、会社は、ＩＡＴＦルールに基づき同人が

担当する必要のある審査先事業者でない限り不都合日には審査業務を原

則として入れないようにしている。 

Ａ３は、30年の業務委託契約から審査業務の報酬が減少したため、令和

２年は審査業務を減らしてコンサルティング業務を増やした。その結果、

同年の審査業務による収入は前年から300万円程度減少して7,938,840円

（税込）となったが、コンサルティング業務による収入は前年から700万円

以上増加して約730万円（税込）となった。 

10 組合員ら５名の経歴、収入状況等、他人の労働力の利用状況 

⑴ 組合員ら５名の経歴等は別表１のとおりである。 

⑵ 組合員ら５名の審査業務及びコンサルティング業務に係るそれぞれの

収入状況、従事日数等をまとめた表は、別表２のとおりである。 

  ただし、別表２には、ＩＡＴＦ16949のほかに、数値としては少ないもの

の、ＩＳＯ9001等の国際品質保証規格の審査実績も含まれている。 

 ⑶ 組合員ら５名の中に審査業務及びコンサルティング業務を行うに当た

って他人の労働力を利用している者はいない。 

11 30年の報酬単価表の変更 

⑴ 会社は、前記８⑵アのとおり、平成30年の審査業務委託契約から報酬単

価を変更し、主任審査員又は審査員が現地審査に伴って作成する複数の計

画書及び報告書の作成料を廃止するとともに、主任審査員の現地審査の報

酬単価を増額し、審査員の現地審査の報酬単価を減額した。 

⑵ Ａ３は、29年12月の個別面談において、Ｂ２部長から、変更された30年

報酬単価表を提示された。Ｂ２部長は、Ａ３に対し、30年の業務委託契約

から業績に応じて報酬を変えていく、Ａ３の場合は30年報酬単価表でも報

酬が上がる旨の説明を行い、Ａ３は、その場で業務委託契約書に署名した。 

しかし、Ａ３は、契約履行後に請求額を計算してみると、審査員の報酬

単価の減額及び現地審査に係る計画書等の作成料廃止の影響が、主任審査

員の報酬単価の増額による影響を上回り、報酬総額としては減額になって

いることに気が付いた。そこで、Ａ３は、Ｂ２部長に対し、報酬総額の減

額について説明を求めたが、同部長は、会社社長のＢ１（以下「Ｂ１社長」

という。）に業務委託審査員から30年報酬単価表について説明するよう要

望があったことを伝えていると述べたものの、それ以上の説明はしなかっ

た。 

⑶ Ａ３についての①30年を通じた現地審査の実績日数に29年報酬単価を



 

 

掛け合わせて算出した30年の収入金額の期待値、②30年の収入実績金額、

及び③上記①から上記②を差し引いた報酬単価表の変更による報酬の減

額（減額率）は、それぞれ次の表のとおりである。 

① ② ③ 

15,638,750円 12,734,000円 2,904,750円 

（マイナス19パーセント） 

なお、上記の表の金額には、ＩＡＴＦ16949のほかにＩＳＯ9001等の国際

品質保証規格の審査に係る報酬額も含まれている。しかし、上記の表の②

の金額には、会社から支給された旅費、宿泊費が含まれていないため、別

表２のＡ３の30年における審査業務収入（13,741,920円）とは一致しない。 

本件審査手続において、会社が、上記と同じ計算方法によって、支部結

成当時（後記12⑴）における業務委託審査員全員（14名）について計算し

たところ、会社の報酬単価表の変更によって、報酬が増額となった者は１

名、変わらなかった者が１名、残り12名は減額であった。 

12 支部結成後の会社とのやり取り 

⑴ 30年９月28日、会社の業務委託審査員の過半数が、組合に加入するとと

もに、支部を結成した。 

⑵ 10月２日、組合らは、会社に対し、支部結成を通知するとともに、契約

内容の改善を要求して団体交渉を申し入れた。そして、今後、業務委託審

査員の契約内容、労働環境に関わる決定、変更等を実施する場合には、組

合らに申し入れるよう依頼した。なお、この時、組合員であることを公然

化したのは、Ａ２委員長のほかに、副執行委員長及び書記長（両名は、い

ずれも本件結審時には組合員ではない。）の合計３名である。 

また、組合らは、同日付けの「契約内容改善要求書」と題する書面の中

で、現地審査の報酬単価を29年の水準に戻すこと（主任審査員及び審査員

共通で１人日当たり75,000円とすること。）などを要求した。上記要求書の

中で、組合らは、29年末の個別面談の際に、Ｂ２部長が、契約内容の修正

は報酬の減額を意図したものでない旨及び新旧の条件でシミュレーショ

ンしたが減額されない旨の説明をしたにもかかわらず、「2017年度
マ マ

の契約

条件で2018年度
マ マ

の業務内容の報酬を各自算出してみると、15～20％超の大

幅な減額」となっていることなどを指摘した。 

⑶ 30年10月３日、会社は、組合らに対し、「事務連絡書」と題する書面で次

のアないしウのとおり回答した。 

ア 団体交渉の申入れに応ずる。 

イ 団体交渉の開始前日までに支部の組合員名簿を開示してほしい。 

ウ 支部及び組合員が労組法上の労働組合及び労働者に該当しない可能



 

 

性があるので、上記団体交渉が労組法上の団体交渉に該当するか否かの

判断を留保する。 

⑷ 10月23日、会社は、組合らに対し、30年の業務委託料水準が29年の業務

委託料水準から20パーセント前後の減額となった対象の組合員の名簿開

示を受けていない、減額の対象となった業務委託審査員の名前がなければ、

組合らの主張する20パーセント前後の減額の事実が確認できないとして、

これらの事実を会社が確認できる資料を提示するよう依頼した。 

⑸ 30年10月26日、会社は、組合らに対し、同日付けの書面の中で組合員名

簿の提示を再度依頼した。 

⑹ 10月29日、組合らと会社とは、第１回団体交渉を行った。 

13 懇談会 

⑴ 11月２日、会社は、組合らに対し、第２回団体交渉を開催したいとして

日程調整を書面で依頼するとともに、速やかに組合員名簿を提示するよう

再度依頼した。また、会社は、同じ書面の中で次のとおり依頼した。 

会社においては、毎年11月中旬から12月初旬にかけて個別面談を行って

きており、その中で契約条件の改定についても説明してきた。今年も個別

面談をお願いする予定である。それに先立ち「第一部として」全ての業務

委託審査員に対し、Ｂ１社長が会社を取り巻く環境及び来年の契約条件に

ついて説明するとともに、業務委託審査員から意見や要望を聴く場を設け

ることを考えている。そのため、組合らから組合員らに対して会社主催の

懇談会に参加するよう働き掛けてほしい。日時は、第一部の懇談会を11月

19日13時から15時まで、第二部の個別面談を同日以降随時実施する予定で

ある。 

⑵ 11月13日、組合らは、会社に対し、懇談会及び個別面談について、組合

らが要求している業務委託審査員の契約内容の改善に関わることであり、

支配介入に該当するするおそれがあるので、中止するよう書面で要望した。 

また、同じ書面の中で、組合員名簿の提示については、会社が不当労働

行為を行わないと書面で確約するならば開示すると回答した。 

⑶ 11月16日、会社は、組合らに対し、業務委託審査員との個別面談は会社

創立以来の業務慣行である、組合員名簿の提示を受けていないから、個別

面談に応じた業務委託審査員が組合員であったとしても会社の責任では

なく、組合らの団結権を侵害するとは考えていない、懇談会についても同

様の理由で中止することは考えていないと書面で回答した。 

⑷ 11月19日、組合らと会社とは、午前中に第２回団体交渉を行った。そし

て、会社は、同日午後、懇談会を開催したが、組合員らは参加しなかった。 

  懇談会で会社が用いた資料の中には、要旨次のアないしウの記載がある。



 

 

会社は、組合らに対し、後日の団体交渉の席上において、この資料を配布

して説明した。 

 ア 30年の業務委託契約改定の振返り 

(ア) 会社が30年の業務委託契約から主任審査員及び審査員の現地審査の

単価を変更した意図 

(イ) 前年の個別面談において、30年の業務委託契約から主任審査員の事

前文書審査料を減額した理由の説明が漏れてしまい、そのことによっ

て業務委託審査員に対して不信感を与えたことへのおわび 

 イ 31年の業務委託契約の見通し 

 (ア) 31年における会社の予算ベースの現地審査日数は、30年比で16パー

セント減少して1,390人日となる見通しである。 

(イ) 業務委託審査員にどの程度を依頼するかは、個別面談の結果を踏ま

えて総合的に判断する。 

(ウ) 業務委託審査員の働き方の考えや会社の業務とは別の仕事の都合

など、例年同様に希望を述べてほしい。 

(エ) なお、ＩＡＴＦルール、Ｙ１’ホールディングスの要求事項、審査

先事業者の希望等によって必ずしも希望に沿えない場合もある。 

 ウ 業務委託審査員と社員審査員との違いを示す表 

 業務委託審査員 社員審査員 

契約 審査業務委託契約書 

請負関係 

就業規則 

雇用関係 

根拠法 民法 

商法 

労働基準法 

労働契約法 

審査日数 個別の意向による おおむね144日 

不都合日の 

事前打診 

あり 

（半年前、90日前、１か

月前に打診する） 

なし 

（業務命令による） 

コンサルティング 

兼業 

あり なし 

⑸ 11月21日、組合らは、会社に対し、「申入書」と題する書面の中で組合員

名簿を開示した。この名簿には、Ａ２委員長のほか、Ａ３、Ａ５、Ａ４及

びＡ６の氏名に加え、６名の組合員の氏名（合計11名）が記載されている。 

  また、上記書面の中で、組合らは、会社が懇談会及び個別面談を強行し

たことが不当労働行為に当たるとして抗議するとともに、団体交渉を通じ

てのみ組合員らの契約条件の交渉を行うことなどを申し入れた。 



 

 

⑹ 11月22日、会社は、団体交渉を通じてのみ組合員らの契約条件の交渉を

行うことという組合らの申入れを受け入れるとして、12月３日に予定して

いたＡ６との個別面談はキャンセルすることを組合らから同人に連絡す

るように依頼した。 

14 Ａ２委員長とＢ２部長との話合いにおける同部長の発言 

⑴ 12月20日、Ａ２委員長は会社からの呼出しに応じて、Ｂ２部長と審査業

務に関する面談を１時間程度行った。 

審査業務に関する面談が終わった後、Ｂ２委員長は、この機会に組合ら

と会社との関係について何とか丸く収めたい、公の場ではお互い引けない

ものが出てくる、何か落とし所はないかなどと話合いを持ち掛けた。 

Ｂ２部長は「あの話」のことかと聞き返した上で話合いに応じ、落とし

所は必要である、先日Ａ２委員長から業務委託審査員の報酬に差がありそ

れを一緒にしたいという話があったが、自分は差があってもいいと思って

いる、申し訳ないが労働組合を認めない、支部の上部団体である組合はそ

んなに酷いところではないが、会社において労働組合は基本的には存在と

して認めていない、労働組合を通して契約内容の改善を切望するのは駄目

である、それを前提に落とし所を考えてほしいなどと述べた。 

その後、Ａ２委員長が労働組合としてではなく会社と話し合うことを提

案すると、Ｂ２部長がそれに賛意を示したり、同部長は会社とは別の勤務

先で労働組合の役員として活動したことがあるためそのやり方をよく知

っており、その分労働組合アレルギーである旨を述べたり、業務委託審査

員はそれぞれ置かれた状況に違いがあることから個別に対応していく必

要があるので労働組合という枠組みを使って一括りにして交渉すること

は方法論として馴染まない旨を述べたりするなど、業務委託審査員の契約

内容の改善に向けての方法論について双方の見解を話し合った。 

この話合いに際し、Ａ２委員長は、Ｂ２部長に対し、断りを入れること

なくその模様を録音していたので、同部長には自らの発言が録音されてい

るとの認識はなかった。 

この話合いが終わった後、Ｂ２部長は、その内容をＢ１社長に報告し、

自らの記録にとどめた。 

⑵ 31年３月29日、組合は、会社に対し、「申入書」と題する書面の中で、Ａ

２委員長とＢ２部長との上記話合いの際の同部長の労働組合は認めない、

労働組合アレルギーであるなどといった発言が不当労働行為に当たると

指摘するとともに、会社の釈明を求めた。 

⑶ ４月４日、会社は、組合に対し、上記「申入書」への回答として次のと

おり書面で回答した。 



 

 

  30年12月20日の話合いは、Ａ２委員長から唐突に二人で話したいとの申

出を受けたことからＢ２部長がやむなく応じた私的な会談である、その中

での同部長の発言は言論の自由の保障が及ぶため不当労働行為には当た

らない、会社が労働組合は認めないとか労働組合アレルギーであるという

事実はないし、また、会社として労働組合の枠組みを使った話合いを拒否

する認識は一切ない、組合らから団体交渉の申入れがあればこれまでどお

り誠意をもって対応する、組合らの指摘を踏まえて、今後は同委員長を始

めとした組合員らからの業務以外の私的な面談要請は、丁重に断るつもり

である。 

15 本件申立て 

  令和元年５月29日、組合らは、当委員会に対し、本件不当労働行為救済申

立てを行った。 

第３ 判 断 

１ 支部の組合員らは、労組法上の労働者に当たるか否か（争点１） 

⑴ 申立人組合らの主張 

労組法上の労働者に当たるか否かは、基本的判断要素として㋐事業組織

への組入れ、㋑契約内容の一方的決定、㋒報酬の労務対価性の各要素を、

補充的判断要素として、㋓業務の依頼に応ずべき関係、㋔広い意味での指

揮監督下の労務提供・一定の時間的場所的拘束の各要素を、消極的判断要

素として、㋕顕著な事業者性をそれぞれ考慮して判断されるべきである。 

ア 事業組織への組入れ 

  会社は、組合員ら業務委託審査員との間で業務委託契約を締結して、

審査業務に従事させている。業務委託審査員が従事した現地審査日数は、

平成31年（令和元年）についてみると会社全体の1,731日のうち約64パー

セントにも上っている。会社の総売上げの５割強を占め、主力業務であ

る審査業務を遂行していく上で、業務委託審査員は不可欠の労働力とな

っている。 

  また、会社は、審査業務の実施に当たって会社の顧客である審査先事

業者との間で審査日程を調整、決定し、その審査に従事する審査チーム

を編成して、業務委託審査員に審査業務を割り振っている。会社は、業

務委託契約の中に「専属契約条項」を設けて、業務委託審査員が会社以

外の認証機関のために審査業務に従事することを禁止し、専ら会社のた

めに審査業務を行うよう義務付けている。これは、ＩＡＴＦルールの要

求するところではなく、会社の独自に創設しているルールであり、かつ

会社以外の認証機関では採用されていない。 

  こうした事情に照らせば、業務委託審査員は、会社のＩＡＴＦ認証審



 

 

査事業の遂行に欠くことのできない労働力として、その恒常的な確保の

ために会社の事業組織に組み入れられている。 

イ 契約内容の一方的決定 

  業務委託審査員と会社との間の契約の基本的な内容は、会社が作成し

た「審査契約書（アセッサーアグリーメント）」及び業務委託契約書によ

って定型的かつ画一的に定められており、いずれもその条項や報酬単価

等につき業務委託審査員は個別に交渉する余地がないものである。 

会社は、平成29年に翌30年の業務委託契約の報酬単価表の内容を変更

し、業務委託審査員の報酬を減額した。その時の説明として「報酬の水

準は上がる」などと実態とは真逆の説明をして、業務委託審査員らが新

しい審査業務単価表の変更の意味を正しく理解する機会を奪い、業務委

託審査員らに大きな不利益を与える契約内容の変更への同意を不当に

取り付けた。その上、業務委託料が減額されたという実態に気が付いた

業務委託審査員らが繰り返し説明を求めても全くこれに応えなかった。 

こうした事情に照らせば、会社が業務委託審査員との間の契約内容を

一方的に決定しており、業務委託審査員に団体交渉権の保護を及ぼすこ

とが必要かつ適切であることは明白である。 

ウ 報酬の労務対価性 

  業務委託審査員に支払われる報酬は、基本的に労務に従事した時間数

に基づく「人日」を単位として、それに単価を掛け合わせて算出されて

おり、労務の提供の対価としての性質を有する。 

  会社は、業務委託契約書の中に「ＡＰレビューの完了をもって業務の

完了と看做し」、「完了した業務に関する業務委託料」を支払うという規

定があること等を根拠として、業務委託審査員らに支払われている報酬

は「仕事の完成」に対する対価であると主張しているが、業務完了があ

ったと認められて初めて報酬を受け取ることができるということ（報酬

支払請求権の発生要件ないし支払時期の問題）と、その報酬が何に対す

る対価としての性質を有しているかということ（報酬と実質的な対価関

係に立つものは何かという問題）は別論である。業務委託契約書の審査

業務単価表には、業務委託審査員に支払われる報酬が労務に従事した時

間数に対応したものであることが明記されているが、他方でその報酬が

審査を完了させたこと自体の対価とみるべきであることを示すような

規定は存在しない。 

  また、報酬から源泉徴収がなされていないなどといった事情は、「労働

者」としての性質を直ちに左右するものではない。 

  以上のとおり、業務委託審査員に支払われている報酬は、労務の提供



 

 

の対価としての性質を有するものであることが明らかである。 

エ 業務の依頼に応ずべき関係 

  会社は、個別面談、電子メール等でのやり取りを通して組合員ら業務

委託審査員の業務の割当てに関する要望を聴取した上で、会社の顧客で

ある審査先事業者との間で調整を行い、審査日程を決定するとともに、

審査チームの編成をして、業務委託審査員に審査業務を割り当てている。

会社と審査先事業者との間でなされる審査日程の調整、決定に業務委託

審査員は全く関与しておらず、一旦審査業務の割当てを受けると、組合

員らは、それが例年の個別面談等で会社側に伝えていた要望に沿わない

ものであったとしても、「お客さんがスケジュール決め、会社が既に決め

てしまったことに対して調整をお願いするのは大変なことになる」とい

う認識から再調整を求めたりすることはせず、自らの都合をやりくりす

るなどして基本的にその割当てに応じている。 

  会社は、業務委託契約書上、審査業務が割り振られた後であっても業

務委託審査員は、審査開始30日前までに会社に対して通知協議すれば審

査先又は審査日程を何らのペナルティーなく変更することも可能であ

ると主張しているが、組合員らは上記のとおり自らの都合をやりくりす

るなどして会社からの審査業務の割当てに基本的に応じているのであ

るから、上記条項の存在が組合員らの労働者性を左右するものではない。 

  また、会社は、組合員らが会社の担当者宛ての電子メール等により、

審査日程等についての要望を述べていることをもって、業務の依頼に応

ずべき関係はなかったと主張するが、そもそもこれらの電子メール等は、

審査日程を社内的に調整している段階において、飽くまでも組合員らの

希望が述べられたものにすぎず、組合員らが特定の審査業務の割当てを

拒否したなどというものではない。 

  以上のとおり、業務委託審査員は、基本的に会社による個別の審査業

務の依頼に応ずべき関係にある。 

オ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束 

  業務委託審査員は、業務委託契約書において、会社が定めたマニュア

ル、手順書等に従って審査業務を行うべきものとされており、実際にも

そのとおりにしている。業務委託審査員は、会社がその顧客である審査

先事業者との間で審査日程等を決定し、割り当てたところに従って決め

られた日時に所定の審査場所に赴いて審査業務に従事しているのであ

り、その際には、会社名が印刷された名刺を携行し、審査先事業者の責

任者等に対する説明等を会社が作成、配布したプレゼンテーションスラ

イド等を用いて行っている。また、主任審査員を務める業務委託審査員



 

 

は、現地審査に先立って所定の事前準備を行う上、審査終了後には審査

報告書を作成して会社に提出し、会社の従業員であるテクニカルレビュ

ーアーによるチェックを受けている。この審査報告書の提出期限は、業

務委託契約書上、「審査終了日から５日以内」と定められており、実際に

組合員らは、この期限を遵守して審査報告書等の所要の書類を会社に提

出している。こうした一連の審査業務については、事前準備に１日程度、

現地審査に連続した２日ないし４日、事後処理に0.75日程度もの時間を

要するのが通常である。 

  こうした審査業務の実施に関する規律の内容やそれが厳格に守られ

ているという実態、通常の業務遂行に費やされる時間等の事情に照らせ

ば、業務委託審査員は、基本的に会社が定めた業務遂行方法に従って、

その指揮監督の下に労務の提供を行っており、かつ、その業務について

場所的にも時間的にも相応の拘束を受けている。 

 カ 顕著な事業者性 

業務委託審査員は、業務委託契約書上、会社以外の認証機関の審査業

務に従事することを禁止されており、実際にも会社以外の認証機関から

審査業務を受託していない。 

組合員らの中には、コンサルティング業務によって収入を得ている者

もいるが、いずれの組合員も、専ら友人、知人等からの紹介によって顧

客を得ており、独自の営業活動を積極的に展開して顧客を獲得している

者はいないのであって、コンサルティング業務を行っているからといっ

て「独立の事業者としての実態」など存在しない。 

また、審査業務とコンサルティング業務との収入の割合等の観点から

みても、コンサルティング業務による収入は審査業務を上回ることはな

く、その金額が僅少な者もいる。30年ないし令和３年の組合員らの収入

状況等を総じてみれば、いずれの組合員も基本的に審査業務に係る報酬

によって生計を立てているものというべきであって、コンサルティング

業務を行う「独立の事業者としての実態」があるとは到底いえない。 

そして、従業員を使用して審査業務やコンサルティング業務を行って

いる組合員はおらず、業務を行うための人的体制という観点からみても、

組合員らに独立した事業者としての活動実態があるとはいえない。 

⑵ 被申立人会社の主張 

会社と業務委託審査員との契約は、請負契約である。また、会社は、Ｉ

ＡＴＦ審査員が必ず一つは所属する「スポンサー契約している認証機関」

として、業務委託審査員がＩＡＴＦ審査員としての資格を維持できるよう

ＩＡＴＦルールに基づく認証機関としての義務を果たしているにすぎな



 

 

いのであって、会社が業務委託審査員を自ら雇用する労働者と同じように

使用しているような実態はない。 

さらに、組合員らは、その高い専門性を生かして、独立した事業者とし

て会社の審査業務を請け負っているほかに、コンサルティング業務を営ん

でいるのであって、組合員らはいずれの業務からも高額の報酬を得ている。 

組合員らは、日本国内に100名程度しかいないＩＡＴＦ審査員として高

い希少価値を有していることから報酬水準、審査日程の調整など様々な局

面で会社に対して強い交渉力を個々人が有しており、団体交渉権の保護を

及ぼす必要性はなく、したがって労組法上の労働者性を認める必要はない。 

これらを前提として労組法上の労働者性を判断する６要素のそれぞれ

ついて組合らの主張を争う。 

ア 事業組織への組入れ 

  会社は、ＩＡＴＦルールに従って、組合員ら業務委託審査員が有する

ＩＡＴＦ審査員資格を維持させる役割を担っており、その一環として審

査先事業者との間で審査業務の調整等を行っているにすぎない。組合員

らは、高度の専門性と独立性が求められるＩＡＴＦ審査員として会社か

ら審査業務を受託しているのであり、会社から指揮命令を受ける関係に

はなく、事業組織への組入れの事実はない。 

  会社と業務委託審査員との間の業務委託契約書における専属契約条

項は、コンサルティング業務を含むほかの業務を制限するものではない。

また、この目的は、審査先事業者との日程調整を円滑に進め、かつ、Ｉ

ＡＴＦ審査員の資格維持のための研修等の便宜を図るためであり、組合

員らの兼業を不当に拘束するためのものではない。 

  業務委託審査員は、所属する認証機関を変更したり、自己の都合で審

査業務の受注を控えたりすることが、ＩＡＴＦルールの資格維持に支障

がない限り自由であり、会社に対して交渉上優位な地位にある。業務委

託審査員が独立した事業主体であることは、「審査契約書（アセッサーア

グリーメント）」にも明記されている。 

イ 契約内容の一方的決定 

  会社は、過去10年間、毎年12月頃に各業務委託審査員と約１時間から

１時間半かけて個別面談を実施し、業務委託審査員の健康状態、家族の

状況（要介護者の存否等）、審査業務や審査日数に係る要望等を詳しく聴

取し、これらを踏まえて審査先事業者、審査日数等の業務内容を調整、

決定し、翌年の発注量が過多にならないよう配慮している。30年の業務

委託契約の改定に当たっては、前年と比較してシミュレーションを行う

よう促し異議があれば聞く旨の説明をし、実際にシミュレーションを行



 

 

ったかの確認もしている。そして、会社が、個別面談の場で業務委託契

約書に署名押印を求めることもないし、業務委託審査員の中には、業務

委託契約書を持ち帰って後日提出する者もいる。 

  これらのことから、会社によって契約内容が一方的に決定されている

ものでないことは明らかである。 

ウ 報酬の労務対価性 

業務委託料は、業務委託契約書に基づき労働時間に応じたものではな

く、審査業務の完了に対する報酬として支払われている。 

  また、実態としても、業務委託審査員は、ＩＡＴＦルールに基づく審

査チームが行う審査業務を一塊の業務として、審査先事業者とのやり取

りを含む審査の事前準備、現地審査、事後処理を問題なく完了させ、審

査先事業者の確認を経た審査報告書類を、会社に提出する不可分一体の

一連の業務を全て完了させる必要がある。 

組合員らは、消費税相当額を加算して会社に請求書を送付し、事業所

得として法人税又は所得税及び消費税の確定申告を行うとともに、地方

税として事業税を納税しているのであって、報酬の労務対価性はない。 

エ 業務の依頼に応ずべき関係 

会社は、ＩＡＴＦルールに従い、組合員らのＩＡＴＦ審査員資格を維

持させる役割の一環として、審査先事業者との間で審査業務の調整等を

行っているのであり、組合員らも同ルールに従って自らのＩＡＴＦ審査

員資格を維持するために、会社に審査先事業者との調整等を委ねている

ものである。 

組合員らは、審査先事業者、審査日程等に係る会社との調整の中で、

自己の都合などを理由に審査業務を断ったり、自己の希望する審査先事

業者又は希望しない審査先事業者を述べたり、審査開始曜日を指定した

り、主任審査員の回数を指定するなどしており、組合員らに諾否の自由

があるのは明らかである。 

組合員らは、会社との間の業務委託契約終了の恐怖から会社の提示す

る諸条件をのまざるを得ない旨を主張しているが、上記のとおり会社は、

組合員らの要望に最大限配慮して審査業務の依頼を行っているのであ

り、会社は、新規顧客からの審査依頼を断ったり、海外グループ会社に

審査業務を依頼したりするなどして需給調整を行ってもいる。 

また、業務委託契約書上、注文書を発送する前月末以降に組合員らか

らキャンセルがあっても組合員らには何らペナルティ（違約金）が課さ

れることはない。 

以上のことから、業務委託審査員には、個別の審査業務の依頼につき、



 

 

諾否の自由が確保されていることは明らかである。 

オ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束 

組合らは、会社から審査の方法を指示されている旨主張するが、審査

先事業者への具体的な説明方法等については、審査先事業者ごとの事情

を踏まえＩＡＴＦ審査員の裁量に委ねられている。 

会社作成のマニュアルは、ＩＡＴＦルールを分かりやすく書き改めた

ものであり、プレゼンテーションスライドはＩＡＴＦ審査員が審査先事

業者に対して説明を行うに際して、審査チームに要求されている最低限

の項目を漏れなくかつ誤解のない形で説明できるようにするためのツ

ールとして会社が提供しているものにすぎない。これらは、説明漏れ等

により、業務委託審査員自身が「ＩＡＴＦ審査員として不適合の評価」

を受けることを防止するために配慮しているものである。 

 カ 顕著な事業者性 

組合員らは、全員が別会社の経営者又は個人事業主として、ＩＡＴＦ

16949等の認証取得、更新を希望する事業者向けのコンサルティング業

務等に従事している。会社からの審査業務の依頼については、自らの独

立した経営判断に基づいてコンサルティング業務との兼合いを考えて

受注している。組合員らの一部からは法人名や屋号が記載された請求書

が提出されている。組合員ら全員の業務委託料には消費税相当額が加算

されて請求されている一方、業務委託料から所得税が源泉徴収されてい

る組合員は存在しない。現役のＩＡＴＦ審査員によるコンサルティング

業務は、事業者からの引合いも多く、審査業務よりも「割がいい」と言

われており、準備の負担や責任に比して高額の報酬が約束されている。

このような事情の下では、組合員らが事業者として「自らの独立した経

営判断に基づいてその業務内容を差配して収益管理を行う機能が実態

として確保されている」存在であることは明らかである。 

組合らは、コンサルティング業務に関連して、他人の労働力を利用し

ていないと主張しているが、組合員らからこれを裏付ける事業経費内訳

の記載のある確定申告書等の資料の提出はなく信用性に欠ける。 

⑶ 当委員会の判断 

労組法上の労働者に当たるか否かについては、契約の名称等の形式のみ

にとらわれることなく、その実態から客観的に判断する必要があり、現実

の就業実態に即して、㋐事業組織への組入れ、㋑契約内容の一方的・定型

的決定、㋒報酬の労務対価性、㋓業務の依頼に応ずべき関係、㋔広い意味

での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、㋕顕著な事業者性

などの諸要素を総合的に考慮して判断すべきである。以下それぞれの要素



 

 

に沿って検討する。 

ア 事業組織への組入れ 

 (ア) 審査業務における業務委託審査員の位置付け 

  会社が審査先事業者から得ている審査業務の対価は、会社全体の売

上げの約５割を占めており（第２.３⑵）、審査業務が会社の主力業務

である。会社は、平成31年（令和元年）末時点において、審査業務を

社員審査員６名と業務委託審査員16名とで行っており、業務委託審査

員は、その中心的な業務である現地審査全体の63.7パーセントを実施

している（第２.３⑶）ことから、会社の主力業務を遂行する上で極め

て重要な存在である。 

 (イ) 専属性 

会社の業務委託契約書には専属契約条項がある（別紙２の13）ため、

業務委託審査員は、会社以外の認証機関から審査業務を受託すること

はできない。 

これは、ＩＡＴＦルールで求められるものではなく、ほかの認証機

関にはない会社独自の制約である（第２.４⑷）。 

 (ウ) 審査先事業者との調整 

会社は、審査先事業者と調整して、業務委託審査員の審査工数（日

数）及び審査日程を決定しており、会社と審査先事業者との調整過程

に業務委託審査員は関与していない（第２.５⑵）。その上で、会社は、

審査チーム及び主任審査員の指名（第２.５⑶）という形で業務委託審

査員に対して審査業務を割り振っている。 

 (エ) 業務委託審査員に対する評価 

会社は、ＩＡＴＦルールに基づき、主任審査員が決められた手順で

審査を行ったか否かなどのパフォーマンスについて評価を行い記録

するとともに、著しく評価が低い主任審査員に対し、改善のための方

策を執るように要求する（第２.６⑹）。 

審査先事業者から審査チームの判断について異議申立て及び苦情

があった場合には、会社が対応する。その対象となった業務委託審査

員は、会社からヒアリングを受けることはあるが審査先事業者と直接

やり取りをすることはない（第２.６⑺）。会社は、業務委託審査員も

含むＩＡＴＦ審査員に対して実施する研修の中で、審査先事業者から

会社に寄せられた苦情等を紹介して再度起きないように指導するこ

ともある（第２.３⑷）。 

 (オ) 審査先事業者への表示 

業務委託審査員は、現地審査に当たっては、会社から渡された名刺



 

 

を携行し、会社の者として挨拶するとともに、会社から用意されてい

るプレゼンテーションスライドを使用しており（第２.６⑵ア）、審査

先事業者に対する表示において会社の組織の一部として扱われてい

る。 

 (カ) 小括 

会社は、自らの主力業務である審査業務を円滑に行うために業務委

託審査員を極めて重要な存在として位置付け、会社に専属させている。

そして、会社が審査先事業者と調整して決定した審査工数（日数）及

び審査日程に業務委託審査員を割り振っている。 

また、業務委託審査員は、会社を代表して審査業務を行っており、

審査先事業者からの異議申立てや苦情があった場合には会社がこれ

に対応し、再発防止のために会社から業務委託審査員も含めた研修の

中で取り扱われることがある。 

これらのことからすると、会社は、審査業務の遂行に不可欠の存在

として業務委託審査員を自らの事業組織に組み入れているものとい

うことができる。 

   イ 契約内容の一方的決定・定型的決定 

会社と業務委託審査員との基本契約に相当する「審査契約書（アセッ

サーアグリーメント）」及び毎年の個別契約に相当する業務委託契約書

は、共通の契約条項が定型的に定められており（第２.４⑴⑵）、個別に

契約条項についての交渉がなされているとは認められない。また、業務

委託契約書の付表にある報酬単価表も会社が作成した共通様式のもの

であり、業務委託審査員によって異なる金額を会社が設定している（第

２.４⑶）。 

 会社は、審査業務の報酬について、平成30年の業務委託契約から大半

の業務委託審査員が減額となる報酬単価表の変更を行っている（第２.

８⑵ア、同11⑴⑶）が、その変更については、29年12月の個別面談にお

いて、簡単に説明するだけで、変更の可否等について業務委託審査員と

交渉することなく一方的に変更を実施している（同11⑵）。 

 以上のことから、業務委託審査員の契約内容は、会社によって一方的・

定型的に決定されていると認められる。 

ウ 報酬の労務対価性 

会社の業務委託契約書には審査業務についての専属契約条項があり

（第２.４⑷）、業務委託審査員は、審査業務を会社以外の認証機関から

受託することができない。加えて、組合員ら５名が行っているコンサル

ティング事業による収入が、審査業務収入を上回っていないこと（別表



 

 

２）も考慮すると、業務委託審査員は、会社からの審査業務収入を主た

る収入源として生活しているということができる。 

業務委託審査員に対する会社からの報酬は、報酬単価に審査工数（日

数）を掛けることで計算されている（第２.８⑵）。報酬単価については、

業務委託審査員によって会社が異なる金額を設定しており（第２.４⑶、

同８⑵ア）、審査工数（日数）についても、会社が審査先事業者と調整

した上で決定している（同５⑵）。また、審査日程についても会社が決定

している（第２.５⑵）。これらのことからすると、業務委託審査員の報

酬は、会社が決定した報酬単価と会社の決定に基づいて審査業務を提供

した時間によって算出されているといえる。 

そして、審査業務にはＩＡＴＦ審査員資格が必要であり（第２.２⑷）、

「審査契約書（アセッサーアグリーメント）」上は、業務委託審査員が審

査業務を行うに当たって、再委託を行ったり、自己の雇用する労働者を

使用したりすることが許容されている（別紙１の３.６）ものの、日本国

内におけるＩＡＴＦ審査員が100名程度しかおらず（第２.２⑷）、実際、

組合員ら５名の中に審査業務に当たって他人の労働力を利用している

者はいない（同10⑶）ことからすると、報酬は、業務委託審査員が自ら

会社に労務を提供したことに対する対価とみるのが相当である。 

なお、会社から業務委託審査員に対する時間外手当や休日手当に相当

する支払はなく、所得税が源泉徴収されている組合員もいない（第２.８

⑵）が、このことは、直ちに報酬の労務対価性を否定する事情であると

はいえない。 

エ 業務の依頼に応ずべき関係 

 会社は、個別面談において、業務委託審査員から受託したい年間の審

査工数（日数）及び審査日程の要望、独自に行っているコンサルティン

グ業務の予定及び実績を聴取し、健康状態、家族の状況(要介護者の存否

等)、継続的自己能力開発（ＣＰＤ）の実施状況も併せて聴取した上、こ

れらを考慮して発注する審査工数（日数）及び審査日程を調整している

（第２.５⑷ア）。 

 そして、業務委託審査員は、会社が毎月末に通知する３か月先までの

審査を依頼する予定の一覧表について、自らの不都合日と同一覧表の審

査予定日が重なった場合には、会社に申し出て審査日程の再調整を依頼

する場合もあるが、審査業務を断る場合もある（第２.５⑷イ）。また、

業務委託審査員は、会社が毎月末に翌月の審査業務の発注書を出した段

階で、この発注を断った場合でも業務委託契約書上は違約金が発生する

ことはない（第２.５⑷イ）。 



 

 

 このように、会社は、個別の業務を依頼する段階で、業務委託審査員

の希望や事情等を考慮して審査工数（日数）及び審査日程を調整してい

る上、業務委託審査員は、毎月末に３か月先までの予定が通知された段

階で、審査日程の再調整を依頼したり、審査業務自体を断ったりするこ

とができ、月末に出された翌月の発注書を断っても違約金が発生しない

のであるから、会社の個別の業務の依頼に対する業務委託審査員の諾否

の自由は、相当程度認められているということができる。 

 なお、会社の調整にもかかわらず、業務の依頼が必ずしも希望どおり

にならない場合もあり、その場合、業務委託審査員が、自らのスケジュ

ールを調整して会社の決定した審査日程に従うこともあるが（第２.５

⑷ウ）、このことをもって、業務委託審査員が会社の業務の依頼に応ずべ

き関係にあったとまでいうことはできない。 

 したがって、業務委託審査員が、会社の個別の業務の依頼に応ずべき

関係にあるとは認められない。 

オ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束 

 (ア) 広い意味での指揮監督下の労務提供 

 業務委託審査員は、ＩＡＴＦ審査員としてＩＡＴＦルールに基づい

て審査業務を行うものであり（第２.２⑵）、審査結論を出すに当たっ

ては、認証機関である会社から独立して判断を行うこととされている

（同６⑶ア）。 

 業務委託審査員は、審査業務を行うに当たって、ＩＡＴＦルールの

ほかにも、会社との契約上の義務として会社が独自に求めるルールを

遵守する必要があり（第２.７⑴）、その中には審査業務を行うに当た

っての役割、心構え、手順、注意事項等が具体的、かつ網羅的に記載

されているものもある（同ウ）が、会社がこれを基に審査業務の遂行

に当たって具体的な指示を出したり、指揮監督等を行ったりした事実

までは認められず、業務委託審査員は、会社から独立して審査業務を

行い審査結論を出しているといえる。 

しかし、会社は、審査結論が出た後の認証判定（テクニカルレビュ

ー）において、主任審査員の審査業務の成果物である審査報告書に不

十分なところがある場合には修正の指示を行うことがあり（第２.６

⑷）、また、主任審査員が決められた手順で審査を行ったか否かなどの

パフォーマンスについて評価を行い記録するとともに、著しく評価が

低い主任審査員に対し、改善のための方策を執るように要求する（同

⑹）こともある。さらに、会社が行う研修の一つであるＩＳＯ審査員

勉強会では、会社の社員が講師となって、審査先事業者から会社に寄



 

 

せられた苦情等を紹介し、再度起きないように業務委託審査員を指導

することもある（第２.３⑷）。そして、会社は、現地審査の単価につ

いて、業務委託審査員によって異なる金額を設定している（第２.８⑵

ア）。 

以上のとおり、業務委託審査員は、具体的な指示、指揮監督等を受

けずに会社から独立して審査業務を行っており、広い意味で会社の指

揮監督下で労務を提供しているとまではいえないが、会社から、不十

分な審査報告書について修正の指示を受けたり、審査業務について評

価を受け、改善指導を受けるなど、審査業務の品質を保つための一定

の管理を受けているということができる。 

 (イ) 一定の時間的場所的拘束 

会社は、業務委託審査員に審査チーム及び主任審査員を指名する形

で審査先事業者、審査日数（工数）及び審査日程を割り振る（第２.５

⑵⑶）。審査先事業者に対する現地審査は、その製造現場である工場、

本社、営業所等において、文書をチェックしたり、責任者と質疑応答

をしたりするなどして行われる（第２.６⑵イ）。そのため、現地審査

を行う間は、業務委託審査員は、時間的場所的に拘束されることにな

るが、現地審査のスケジュールは、主任審査員（社員審査員又は業務

委託審査員）が審査計画書において案を作成して、審査先事業者の承

認を得るものであり（第２.６⑴イ）、会社が決めているわけではない

から、現地審査について、業務委託審査員が、会社から一定の時間的

場所的拘束を受けているとまではいい難い。 

  なお、審査先事業者が大規模な工場を有するなど会社の重要な取引

先である場合には、会社が審査先事業者と調整して審査計画書を作成

して主任審査員に提案することがあり、その中で審査開始時刻や審査

終了時刻、審査先事業者が夜勤を含むシフト勤務制を採っている場合

に夜勤帯の審査を実施する時刻まで決まっていることもある（第２.

６⑴イ）が、これは、審査先事業者の都合による特別なケースという

べきものであり、また、会社の意向よりも審査先事業者の都合による

ものであるから、このことをもって、業務委託審査員が、審査業務に

ついて、会社から一定の時間的拘束を受けているとまではいえない。 

現地審査以外の審査業務については、時間的拘束は特にないが、場

所は、会社、現地審査の対象である審査先事業者（製造現場の工場、

製造現場を支援する本社、営業所等）のほか、業務委託審査員の自宅、

現地審査における宿泊先ホテルの自室内に限られている（第２.７⑵）。

しかし、会社、審査先事業者（工場、本社、営業所等）だけでなく、



 

 

業務委託審査員の自宅や宿泊先ホテルの自室内で行うことも認めら

れていて、会社がこれらのうちのどれかを具体的に指示するわけでは

なく、業務委託審査員が自由に選択できるのであるから、業務委託審

査員が、審査業務に当たって会社から一定の場所的拘束を受けている

とまではいえない。 

 カ 顕著な事業者性 

   (ア) 業務委託審査員の事業者性 

 業務委託審査員の審査業務については、審査先事業者、審査工数（日

数）、審査日程等を会社が決定しており（第２.５⑵⑶）、業務委託契約

書には専属契約条項があること（同４⑷）から、業務委託審査員は、

自ら営業して審査業務を獲得することはできない。 

 組合員ら５名の審査業務による収入は、年間を通じた収入の総額が

最大で1300万円を超える組合員もいて高額である（別表２）。しかし、

組合員ら５名の審査業務の従事日数をみると、収入の総額が高額な組

合員は、それ相応に現地審査日数が多くなっており、前記ウのとおり、

業務委託審査員の報酬は審査工数（日数）と対応しており、また、審

査業務に当たって他人の労働力を利用している者はいないのである

から、結局、業務委託審査員は、会社に提供する自らの労務量を増や

すことによって高額の収入を得ているとみざるを得ない。 

 しかも主任審査員として現地審査を行うに当たっては、現地審査日

数に加えて、現地審査の事前準備に１日程度、事後処理に0.75日程度

を要するというのである（別表２の欄外）から、今後、収入をさらに

大幅に増やすことには自ずと限界があることがうかがえる。 

そうすると、審査業務において、業務委託審査員が、事業者として

自己の才覚で利得している実態があるとは認められない。 

   (イ) コンサルティング業務 

 ａ 組合員ら５名は、個人事業主として又は自らが経営する有限会社

の事業として、会社との専属契約条項の対象になっていないコンサ

ルティング業務を行っている（別紙２の13、第２.４⑷、同９⑴）。

そして、組合員ら５名にとっては、会社から日本国内の大手自動車

部品メーカーの審査業務を受託することは、コンサルティング業務

の受託に有利に働く面がある（第２.９⑴）。 

   しかし、ＩＡＴＦルールにおいて過去２年間にＩＡＴＦ審査員が

コンサルティング業務を行った相手方に対して審査業務を行うこ

とが禁止されていることから、認証機関である会社は組合員ら５名

のコンサルティング業務を把握している（第２.９⑵）にせよ、コン



 

 

サルティング業務は、会社の行う審査業務とは別の業務である。そ

うすると、組合員ら５名が会社との業務委託契約とは別にコンサル

ティング業務を行っているとしても、そのことによって、審査業務

を行う業務委託審査員に顕著な事業者性があると認めることはで

きないというべきである。 

ｂ なお、組合員ら５名のコンサルティング業務は、主に友人、知人

からの紹介によって受注しており（第２.９⑶）、そのコンサルティ

ング業務の収入金額は、多くの場合、審査業務の収入を上回ってい

ない（別表２、第２.９⑶、同10⑵）。 

   また、コンサルティング業務の依頼元は、組合員ら５名のＩＡＴ

Ｆ審査員としての審査経験に着目して依頼している（第２.９⑴）以

上、依頼を受けた組合員ら５名自らがコンサルティング業務を行う

必要があり、他人の労働力を利用して業務を拡張するには自ずと限

界があると考えられ、実際にも、組合員ら５名の中にコンサルティ

ング業務につき、他人の労働力を利用している者はいない（第２.10

⑶）。 

以上のことから、組合員ら５名のコンサルティング業務による収

入は、会社からの審査業務による収入を補充する手段にとどまるも

のといわざるを得ず、その性質上大きく収入を伸ばすことは困難で

あるといわざるを得ない。 

 キ 結論 

  以上のとおり、業務委託審査員は、①会社の業務の依頼に応ずべき関

係にあるとはいえず（上記エ）、②広い意味での会社の指揮監督下で労

務を提供していたり、審査業務に当たって一定の時間的場所的拘束を受

けたりしているとまではいえない（同オ）が、③会社の主力業務である

審査業務を円滑に行うために極めて重要な存在として会社の事業組織

に組み入れられており（同ア）、④契約内容は会社によって一方的・定

型的に決定されており（同イ）、⑤会社の業務委託審査員への報酬は労

務に対する対価であるといえ(同ウ)、⑥顕著な事業者性を認めることは

できない（同カ）。 

  これらの事情を総合的に勘案すれば、業務委託審査員は労組法上の労

働者に当たるということができる。 

２ 会社が、30年10月３日付け、23日付け、26日付け及び11月２日付けの文書

で支部の組合員名簿の開示を求めたことは組合らの運営に対する支配介入

に当たるか（争点２） 

⑴ 申立人組合らの主張 



 

 

 会社は、支部の結成通知及び団体交渉申入れがなされるや否や、支部の

組合員名簿を開示するよう要求し、組合らが応じざるを得なくなるまでの

間、執ように要求を続けた。 

  会社は、組合員名簿の開示要求を行った理由について、30年の業務委託

契約から報酬が15ないし20パーセント超の大幅減額となったとの組合ら

の主張の根拠を確認するために組合員が誰であるかを特定する必要があ

ったなどと弁解しているが、虚偽の弁解である。 

  そもそも、業務委託審査員に支払われる報酬の金額は、会社において当

然把握しており、容易に確認することができるものである。それゆえ、業

務委託審査員の報酬に15ないし20パーセント超の減額があったのか否か

についても、会社において、何ら支障なく、調査、確認することができた

ものであって、組合員名簿の開示を求める必要性など全くなかったことが

明白である。 

⑵ 被申立人会社の主張 

  会社は、支部結成通知及び団体交渉申入れを受け、支部との話合いが労

組法上の団体交渉に該当しない可能性があることを留保しながらもこれ

に誠実に対応してきた。業務委託審査員が、労組法上の労働者に該当する

か否か、法的に疑義があるとの事情の下では、業務委託審査員のうち誰が

組合員であるかを知ろうとすること自体は禁止されるものではなく、協約

の締結、賃金交渉等の前提として個々の労働者の組合加入の有無を把握す

る必要が生じていたことは明らかである。 

  組合らは、30年10月２日付契約内容改善要求書において、29年の契約条

件を前提として30年の業務内容の報酬を各自算出してみると15ないし20

パーセント超の大幅な減額であると記載しているが、その後の会社との話

合いの場でその算出した結果を開示しなかった。組合らが自らの要求の根

拠となる計算結果を開示しない以上、会社が15ないし20パーセント超の大

幅減額であるか否かを正確に算出するためには組合員名簿の開示を求め

る必要があった。 

  また、組合らと会社との２度の話合い（団体交渉）の後、組合らは、組

合員名簿を開示しているのであるから、当時の状況が「組合加入が判明す

ることによって具体的な不利益が生ずることをうかがわせるような状況」

になかったことは明らかであり（組合らは、上記のような状況にはないと

判断したからこそ、開示に応じたものである。）、上記話合い（団体交渉）

の経緯等に照らせば、「組合員に動揺を与えることを目的とした調査」でな

いことも明らかである。 

⑶ 当委員会の判断 



 

 

組合らは、業務委託審査員に支払われる報酬に15ないし20パーセント超

の減額があったのか否かについては、会社において確認することができる

ので、組合員名簿の開示を求める必要性はなかったと主張する。 

確かに、業務委託審査員の30年の報酬が29年の報酬と比較して減額とな

っていること自体は、業務委託審査員ごとの報酬単価及び発注量を全て把

握している会社において算出することは可能である。 

しかし、組合らは、会社に対し、支部結成当時に「2017年度
マ マ

の契約条件

で2018年度
マ マ

の業務内容の報酬を各自算出してみると、15～20％超の大幅な

減額」になったと指摘している（第２.12⑵）にすぎず、組合員らがどのよ

うに計算をして業務委託審査員の報酬が15ないし20パーセント超の減額

という結果を得たのか計算方法を伝えていない。そうすると、会社が、減

額について確認するために組合員名簿の開示を求めることには一応の理

由があると認められる。 

また、組合らは、支部結成の通知を行った際に、会社に対して組合員の

契約内容、労働環境に関わる決定、変更等を実施する場合は組合らに申し

入れるよう依頼している（第２.12⑵）。会社と業務委託審査員とは、毎年

11月から12月にかけて行われる個別面談を始めとして、毎月末の発注、年

数回の不都合日についてのやり取りを行っており（第２.５⑷アイ）、その

際に、会社において、業務委託審査員のうち誰が組合員であるのか分から

なければ、知らず知らずのうちに契約内容等に関係するやり取りを行って

しまうこともあり得る。これを組合らから個別交渉に当たると非難される

可能性も考えられるところであり、会社において意図しない個別交渉を防

止するためには組合員を特定しておくことにも一応の理由があると認め

られる。 

そして、会社は、組合員名簿の開示を団体交渉開催の条件とはしておら

ず、組合らから組合員名簿の開示がない中でも団体交渉には応じている

（第２.12⑹、13⑷）。 

以上のとおり、会社が組合員名簿の開示を求めたことには一応の理由が

認められることに加え、当時の労使関係において、会社に組合員であるこ

とが知られることで組合員が動揺するおそれがあったとは認められず、会

社が不当な意図や目的をもって組合員名簿の開示を求めたと認めるに足

りる疎明もない。 

したがって、会社が、組合員名簿の開示を求めたことが、組合らの運営

に対する支配介入に当たるということはできない。 

３ 会社が、11月19日に懇談会を開催したこと及び支部の組合員らを含む業務

委託審査員全員と個別面談を実施しようとしたことは組合らの運営に対す



 

 

る支配介入に当たるか（争点３） 

⑴ 申立人組合らの主張 

ア 30年10月以降、組合らと会社との間で、契約内容の改善を交渉事項と

する団体交渉が行われていた最中に、会社は、業務委託審査員に対し、

「来年の契約条件につきご説明」するなどとして、11月19日、懇談会を

開催した。その際、会社は、組合らに対し、支部の組合員らにもこれに

参加するよう働き掛けをすることを要求した。 

 会社は、30年には十数年ぶりのＩＡＴＦ16949の規格改定による審査

工数（日数）の増加があったが、その反動で31年には大幅な審査工数（日

数）減が確実に予想されることから懇談会を開催する必要があったなど

と主張しているが、こうしたことは団体交渉事項である。 

  それまでにこうした懇談会が開かれたことは１度もなかったこと、支

部結成以来、会社が組合らに対して執ように組合員名簿の開示を要求し

続けていたこと等の事情に照らせば、会社がこの時期に突如として懇談

会なる場を設けたのは、その場を利用して組合員らに接触し、団体交渉

を介することなく個別に契約条件に関する交渉等を行おうとしたもの

にほかならない。 

イ 会社は、組合らに対し、事前に懇談会の開催日程及び開催趣旨を説明

しており支配介入する意思はなかったとも主張しているが、組合らは、

会社からの懇談会の開催趣旨等の通知を受けて、その内容は業務委託審

査員の契約内容に関わるものであって、団体交渉の場でなされるべき事

柄である旨を明確に伝えるとともに、支配介入に該当し得るものである

と警告している。そして、組合らから会社に対してこのような不当労働

行為を行わないとの確約がなされるのであれば組合員名簿の開示に応

ずる用意がある旨の提案もした上で、懇談会の中止を求めていた。しか

るに、会社は、懇談会を「中止する考えはございません。」として、懇談

会を強行したものである。このように会社が支配介入という事態を招来

することを全く意に介さない態度を示していたことを考えれば、会社に

支配介入の意思がなかったとは到底認められない。 

ウ 以上のとおり、会社が懇談会なるものを開催した上で個別面談によっ

て支部の組合員らと個別に接触しようとしたことは、団体交渉事項に直

接関係する事柄について団体交渉を介することなく個別に交渉しよう

としたものであり、団体交渉の実効性を失わせて組合らを弱体化させる

支配介入に当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張 

ア 30年にＩＡＴＦ16949の規格改定による審査工数（日数）の増加があっ



 

 

た反動によって31年は大幅な審査工数（日数）減が確実に予想されたこ

とから、例年の個別面談に先立って業務委託審査員全員の出席を募って

懇談会を開催する必要があった。 

イ 組合らから組合員名簿の開示すらない状況下において、会社は、組合

らに対し、業務委託審査員全員にあらかじめ知らせる前に懇談会の開催

日程及び開催趣旨を丁寧に説明し、組合員らに対して参加を働き掛ける

よう要請していた。加えて、会社は、懇談会の開催は、組合らの団結権

を侵害するものではなく、その意図もない旨を事前に書面で伝え、さら

には、懇談会における配布資料も、その後の団体交渉の席上において会

社から組合らに配布し、概要を説明した上で組合員らへの周知を求め、

組合らは異議なくこれを受領している。 

これらのことからは、懇談会が組合活動を委縮させる意図でなされた

ものではなく支配介入に該当しないことは明らかである。 

ウ 業務委託審査員との個別面談は、会社の創立以来、業務委託審査員全

員を対象として毎年開催されている。 

会社は、業務委託審査員全員に対し、支部結成後も例年と同時期に個

別面談を要請している。会社は、その時点では組合員名簿の開示を受け

ていなかったところ、組合員のＡ６からは個別面談に応じる旨の返信が

あった。会社は、11月21日に組合らから組合員名簿の開示を受けたこと

でＡ６が組合員であることを知り、その翌日に「Ａ６氏との個別面談は

キャンセルされたものとして扱いますので、御本人に貴組合よりご連絡

ください。」と組合らに伝えた。このように、会社は、組合らから組合員

名簿の開示を受けた段階で、速やかに組合員との個別面談をキャンセル

している。 

⑶ 当委員会の判断 

 ア 懇談会 

11月19日、会社は、個別面談に先立ち、全ての業務委託審査員に対し

てＢ１社長から会社を取り巻く環境及び翌年の契約条件について説明

するとともに、業務委託審査員からも意見や要望を聴く場として懇談会

を開催した（第２.13⑴⑷）。 

組合らは、業務委託審査員の契約条件について団体交渉が行われてい

る最中に、会社が、業務委託審査員全員に対し、懇談会で団体交渉事項

に当たることについて取り上げるのは、団体交渉の実効性を失わせるこ

とを意図しており、組合員らと個別に契約条件に関する交渉等を行おう

としたものにほかならないと主張する。 

しかし、会社は、組合らに対し、支部結成通知の約１か月後にこれま



 

 

で実施したことのなかった懇談会の開催を通知した（第２.12⑵、同13⑴）

ものの、業務委託審査員には非組合員もいて、組合員が誰なのかを特定

できていない状況下において、翌年の契約締結時期を控えた会社が、業

務委託審査員全員に対し、30年業務委託契約の改定について会社の考え

方を説明して理解を得ようとしたこと自体は、不自然なものではない。 

会社は、組合らに対し、懇談会を開催する前にその趣旨を通知して組

合らから組合員らに参加を呼び掛けるよう依頼しており（第２.13⑴）、

また、懇談会の後日開催された団体交渉の場で同資料を渡して説明を行

っている（同⑷）のであるから、会社が、組合らを差し置いて、組合員

らと個別に契約内容について合意を図ろうとしていたとみることはで

きない。 

懇談会の資料をみても、30年業務委託契約書の改定について、その意

図を説明したり、説明不足があったことを認めておわびしていたり、31

年業務委託契約に向けて発注量の減少が見込まれることを述べる（第

２.13⑷アイ）にとどまっており、上記のとおり会社が団体交渉に応じて

いることも考えると、これらを懇談会で説明することが、組合らとの団

体交渉をないがしろにして、組合員らと個別に交渉を行おうとしたもの

であるとは認め難い。 

これらのことを考慮すると、懇談会の開催によって、会社が、組合員

らと個別に交渉を行い、組合らとの団体交渉の実効性を失わせようとし

ていたという組合らの主張を認めることは困難であり、会社が、懇談会

を開催したことは、組合らの運営に対する支配介入には当たらない。 

イ 30年における個別面談 

組合らは、会社が個別面談を実施して組合員らと個別に接触しようとし

たことが、支配介入に当たると主張する。 

しかし、個別面談は、会社が毎年行ってきたものであり（第２.４⑵、５

⑷ア）、上記アと同様、業務委託審査員には非組合員もおり、組合員が誰な

のかを特定できていない状況下において、翌年の契約締結時期を迎えた会

社が、特定できていない組合員を含む業務委託審査員全員に対して個別面

談を実施しようとしたことは、不自然な対応ではない。 

しかも、会社は、組合員名簿が開示された後、団体交渉を通じてのみ組

合員の契約条件の交渉を行うことという組合らの申入れを受け入れてお

り、結果的に組合員らに対しては個別面談を実施しなかったこと（第２.13

⑹）も考慮すれば、会社が、組合員を特定できない状況の下で、組合員を

含む業務委託審査員全員に対して個別面談を実施しようとしたことは、組

合らの運営に対する支配介入に当たらない。 



 

 

４ Ｂ２部長が、30年12月20日にＡ２委員長に対し、支部の結成を容認しない

趣旨の発言を行ったことは、組合らの運営に対する支配介入に当たるか（争

点４） 

⑴ 申立人組合らの主張 

ア 12月20日、Ｂ２部長は、Ａ２委員長と面談した際に、「労働組合は認め

ない」、「労働組合ってのは基本的には存在として認めてない。だから労

働組合を通して改善を切望するというのはとてもまずは駄目」などと発

言して、会社において労働組合を嫌悪しており、労働組合が結成される

ということ自体を容認しておらず、団体交渉を通じて契約条件の改善を

求めるなどということも認めないという意思を表明した上、「行き着く

ところは、もう、解体するか戻さない限り難しい」などと述べた。 

  こうしたＢ２部長の発言は、団体交渉を通じた労働条件の改善要求と

いう手段を執ることは絶対に容認しないという強い意志を示して、組合

活動を弾圧、妨害するものという以外になく、支配介入に該当する。 

イ 会社は、Ｂ２部長の発言が私的な会話又はオフレコの会話の中でなさ

れたものであるとして不当労働行為が成立しない旨を主張するが、一般

に支配介入の不当労働行為は、団体交渉等の公的な場ではないところで

秘密裡に行われることも多々あり、私的な会話あるいはオフレコの会話

の中でなされたものであることは、何ら不当労働行為該当性を否定する

ものではない。 

  また、Ｂ２部長は、一連の発言をする際、Ａ２委員長との間で「オフ

レコで」といった話をしたことはなく、同部長は、同委員長との面談を

終えた後、直ちに面談でのやり取りの内容をＢ１社長に報告し、その内

容を記録に残したというのであるから、同部長自身が同委員長との会話

をオフレコのものであるとは全く考えていなかったことを明確に示し

ている。 

ウ 会社は、Ｂ２部長の発言は、Ａ２委員長から私的会話を誘引、誘導さ

れたものであるとも主張しているが、同部長と同委員長との会談は、元

来、同部長が業務上の必要から打合せを行うために同委員長を呼び出し

たことから始まったものであり、同部長から一連の発言がなされること

を同委員長は全く予想していなかったものである。Ａ２委員長が「せっ

かくこうやって二人で話せるので少し話したい」と述べたところ、Ｂ２

部長も「あの話」と聞き返して支部の話を主題として取り上げることを

積極的に求めているから、同委員長による私的会話への誘引、誘導によ

ってなされたということはない。 

エ 会社は、Ｂ２部長とＡ２委員長との面談の録音反訳文の証拠能力を否



 

 

定すべきものと主張するが、民事訴訟においては文書に例外なく証拠能

力を認めるのが通説、判例の立場である。 

⑵ 被申立人会社の主張 

ア Ｂ２部長の話合いの相手方は組合ら側の実質的交渉責任者であるＡ

２委員長のみであり、同部長の発言が組合らの弱体化につながることは

あり得ないし、同部長は組合らの弱体化を意図して発言したわけでもな

いので、一連の発言が不当労働行為に該当するものではない。 

イ 12月20日に当初から予定していた業務に関する打合せが終了した後

に、Ａ２委員長から、Ｂ２部長に対し、「ちょっとせっかくの機会で、一

対一でお話ができる良い機会なので、なんとかこう丸くしたいのです。」

などといった会話を端緒としており、いわゆる「オフレコ」の会話とも

いうべきものである。 

ウ Ｂ２部長にとっては同じ大学の学部学科も同じ先輩であるＡ２委員

長から私的な会話に誘引、誘導された状態であった。労使間の対等の立

場での交渉を促進するという労組法の目的を超えて、Ｂ２部長の人格権

侵害を誘発する組合員による違法な行為は同法によって保護される余

地はない。 

エ 組合らが証拠提出したＢ２部長の発言に係る録音反訳文については、

同部長の同意なく無断で録音されたものである。違法な無断録音につい

ては、違法な組合活動に当たり、厳しく非難されるべきである。無断録

音については、「相手方の同意なしに対話を録音することは、公益を保護

するためあるいは著しく優越する正当利益を擁護するためなど特段の

事情のない限り、相手方の人格権を侵害する不法な行為というべきであ

り、民事事件の一方の当事者の証拠固めというような私的利益のみでは

これを正当化することはできず、無断録音に係る証拠を許容することは、

無断録音による人格権侵害の不法行為を徒に誘発する弊害をもたらし、

訴訟法上の信義則、公正の原則に反するため許されない」と解されてい

る。 

⑶ 当委員会の判断 

 ア 12月20日のＢ２部長の発言は、労働組合を認めない、会社において労

働組合は基本的には存在として認めていない（第２.14⑴）などと、組合

らの存在を否定するものであり、また、労働組合を通して契約内容の改

善を切望するのは駄目である、それを前提に落とし所を考えてほしい

（同）などと、業務委託審査員の契約内容について組合らを通じて集団

的に調整、決定することを否定し、組合らを通じてではない交渉の在り

方を求めたものであるといえる。 



 

 

イ 会社は、Ｂ２部長の発言は、いわゆる「オフレコ」の会話、私的な会

話の中で出たものであると主張する。 

 しかし、Ａ２委員長は、Ｂ２部長との業務に関する面談の終了後に、

この機会に組合らと会社との関係について何とか丸く収めたい、公の場

ではお互い引けないものが出てくる、何か落とし所はないかなどと支部

と会社との関係についての話合いを持ち掛けており、これに対し、話合

いに応じた同部長は、会社において労働組合は基本的には存在として認

めていないなどと、会社の立場で発言している（第２.14⑴）。話合いに

際し、「オフレコ」とすることを双方が了解したような事情はうかがわれ

ない。このような状況からすると、この話合いは、組合の支部執行委員

長と会社の審査部長による組合らと会社との関係に係る話合いとみる

のが相当であり、そのような話合いにおいてなされたＢ２部長の発言は、

会社の行為と同視できるものである。 

ウ 会社は、Ｂ２部長の発言は、同部長にとっては同じ大学の学部学科も

同じ先輩であるＡ２委員長から私的な会話に誘引、誘導された状態でな

されたものであるとも主張する。 

 しかし、上記イのとおり、この話合いは、組合の支部執行委員長と会

社の審査部長による組合らと会社との関係に係る話合いであり、Ｂ２部

長は、Ａ２委員長の申出に対し、「あの話」のことかと聞き返した上で即

座に落し所も必要であるなどと述べて話合いに応じ、自ら、労働組合は

認めないなどの発言をしており（第２.14⑴）、同委員長が、自分が同部

長と同じ大学の学部学科も同じ先輩に当たることを利用したり、発言を

誘導したりしたということはできない。 

 エ 会社は、Ａ２委員長がＢ２部長との話合いを無断で録音したことを違

法な組合活動に当たるとして、録音反訳文の証拠能力を否定する。 

   確かに、Ａ２委員長が録音について了解を得たことはない。 

しかし、Ａ２委員長とＢ２部長との話合いは、業務委託審査員の契約

内容の改善に向けての方法論について話し合うものであり、組合の支部

執行委員長と会社の審査部長による組合らと会社との関係に係る話合

いである。そのような労使双方にとって重要な話合いを録音しておこう

とすることは、基本的には理解できることであり、録音が無断で行われ

ていることを除けば、録音に当たっての手段や態様の相当性に疑義を生

じさせる事情は特に認められない。 

そうすると、無断録音であることのみをもって、当該録音反訳文の証

拠能力を否定することはできない。 

 オ 以上のとおり、12月20日のＢ２部長の発言は、会社の審査部長が、組



 

 

合らと会社との関係に係る話合いにおいて、組合の支部執行委員長に対

し、組合らの存在を否定し、業務委託審査員の契約内容について組合ら

を通じて集団的に調整、決定することを否定して、組合らを通じてでは

ない交渉の在り方を求めたものであるから、組合らの組織運営に対する

支配介入に該当する。 

５ 救済方法 

12月20日のＢ２部長の発言が支配介入に当たることは、上記４⑶の判断の

とおりであるところ、組合らは、支配介入発言の禁止及び文書の掲示を求め

ている（第１.２⑶⑷）。しかし、発言がなされた状況や、31年４月４日に会

社が、会社として労働組合の枠組みを使った話合いを拒否する認識は一切な

い、組合らから団体交渉申入れがあればこれまでどおり誠意をもって対応す

ると書面で回答していること（第２.14⑶）など、本件における一切の事情を

考慮し、主文第１項のとおり命ずることとする。 

第４ 法律上の根拠 

以上の次第であるから、会社のＢ２部長が、平成30年12月20日にＡ２委員長

に対し、支部の結成を容認しない趣旨の発言を行ったことは、労働組合法第７

条第３号に該当するが、その余の事実は、同法同条に該当しない。 

よって、労働組合法第27条の12及び労働委員会規則第43条を適用して主文の

とおり命令する。 

 

令和４年２月15日 

 

東京都労働委員会 

会 長  金 井 康 雄 


